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１ 趣旨 

 空き家の管理については、空家等対策の推進に関する特別措置法（平成 26 年

法律第 127 号。以下「法」という。）第５条に「空家等の所有者等の責務」として規

定されており、「空家等の所有者又は管理者（以下「所有者等」という。）は、周辺の

生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるとともに、国

又は地方公共団体が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めなければな

らない。」このように所有者等が適切な管理に努めなければなりません。しかし、所

有者等が不明だったり相続人がいない物件、所有者等と連絡がとれない物件など

があります。 

そのような状況で適切な管理がされていない物件では時として老朽化により建物

の一部が道路上に落下するなど危険な状況が想定されます。 

そこで、「東浦町空家等の適切な管理に関する条例」（以下「条例」という。）第４条

では、「町長は、空家等の老朽化等により、人の生命、身体又は財産に重大な損害

を及ぼす危険が切迫している場合と認めるときは、その危険を回避するため、必

要な最小限度の措置を講ずることができる。」ことを規定しています。 

 

本マニュアルは「緊急安全措置」を実施するための判断基準を定めるものです。 

 

２ 緊急安全措置に至るまでの流れ 

空き家の管理不全状態が著しい状態に達し、周辺に対する危険等が切迫してい

るにも関わらず、所有者等の措置を待つ時間的な余裕がない場合は、当該空き家

等の所有者等の同意を得ることなく、町が最小限度の措置を行います。 

 また、空き家の情報提供は条例第３条に規定されており、町民の範囲は、町内に

居住し、もしくは滞在し、または通勤し、もしくは通学する者及び町内に所在する法

人その他の団体を想定しています。 

 

①現地確認 

 ↓ 

②空き家であることの確認（空き家でない場合は緊急安全措置の対象外） 

 ↓ 

③緊急安全措置を講じる必要性があるか確認 

 ↓ 

④一時的な緊急安全措置（カラーコーン、バリケード、危険を知らせる看板など） 

 ↓ 

⑤所有者等の確認、連絡 
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その後のフロー

 

３ 緊急安全措置の判断 

 判断基準としては管理不全空家等の認定基準を参考とする。 

東浦町管理不全空家等認定基準（抜粋）

 

所有者等が確知できる場合 所有者等が確知できない場合
↓

緊急安全措置

所有者等へ連絡（助言・指導） 所有者等が遠方の場合
↓

緊急安全措置

所有者等と連絡がとれた場合 所有者等と連絡がとれない場合
↓

緊急安全措置
（後日、所有者等を調査し費用を請求）

所有者等で対応する 町で対応してほしい 助言・指導に従わない
↓ ↓

緊急安全措置 緊急安全措置
（費用を請求） （費用を請求）
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これらを参考に空き家の状態、周辺の建築物や通行人等に対する悪影響の程度

などを総合的に判断した上で、緊急安全措置の実施を判断する。 
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４ 措置の内容 

東浦町空家等の適切な管理に関する条例施行規則 第２条 

(１) 危険を知らせる看板及び侵入防止柵等の設置 

(２) 開放されている窓その他の開口部の閉鎖 

(３) 外壁又は柵、塀その他の敷地を囲む工作物の著しく破損した部分の養生 

(４) 空家等を囲む養生シートの設置 

(５) 剥落等のおそれのある部材の撤去 

(６) その他町長が必要と認める措置 

  （例）空き家の一部（庇等）が道路上に落下し、そのまま放置した場合、通行の

妨げやさらなる落下による２次被害の防止に必要な措置（落下物の撤去） 

 


